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（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
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教 育 文 化 課  
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会 計 課  
議 会 事 務 局  
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388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 11月分 

テニスコート 
運 動 場 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

10月25日（金） 
午後7時30分～ テニスコートを利用の方 
午後7時45分～ 運動場を利用の方 
中央公民館 

いっしょに子育て 

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

健康相談 
福祉健康課 

お知らせ
 

　健診結果の相談や生活習慣病の予防、生活
上の健康管理など、健康に関する相談の場として、
健康相談を開催しています。 
　予約は不要ですので、直接会場にお越しくだ
さい。 
【日　　程】 

【相 談 員】保健師・看護師・栄養士 
【問 合 先】福祉健康課 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【相 談 員】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

精神保健福祉相談 
福祉健康課 

　こころの健康に関する相談に、精神科医が応
じます。お気軽にご参加ください。 

１１月７日（木） 午後２時～３時 
福祉健康センター 
精神科医、岐阜保健所保健師 
１１月５日（火） 
福祉健康課 

お知らせ
 

月日（曜） 時　　間 

10月 

11月 

12月 

7日（月） 

8日（火） 

11日（金） 

23日（水） 

11日（月） 

12日（火） 

15日（金） 

27日（水） 

9日（月） 

10日（火） 

13日（金） 

25日（水） 

10：30～11：30 

14：00～15：30 

10：30～11：30 

14：00～15：30 

10：30～11：30 

14：00～15：30

場　　所 

総合会館（中野） 

福祉健康センター（長池） 

福祉会館（東陽町） 

福祉健康センター（長池） 

総合会館（中野） 

福祉健康センター（長池） 

福祉会館（東陽町） 

福祉健康センター（長池） 

総合会館（中野） 

福祉健康センター（長池） 

福祉会館（東陽町） 

福祉健康センター（長池） 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
子育て支援センター 

♪英語であそぼ♪ 
１０月９日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所（上新町１７２） 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

子育て支援センター 

お知らせ
 

 
 
【時　　間】 
【定　　員】 
 
【申込・問合先】 

○親子でわくわく運動遊び １１月７日（木） 
○すくすく音楽遊び １１月８日（金） 

午前１０時３０分～１１時３０分 
幼児親子３０組（申込み必要） 

※各定員になり次第終了 
児童館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

特定健診、ぎふ・すこやか健診を 
受診しましょう 保険医療課 

　生活習慣病予防のための特定健診、ぎふ・す
こやか健診の受診期間は、１０月３１日までです。 
　生活習慣病予防は、まず健診を受けることがス
タートです。早い段階でメタボリックシンドロームや
その危険因子を見つけることで、自覚症状のない
生活習慣病の未然防止、早期発見につながります。 
　まだ健診を受けていない方は、早めに受診し、
検査結果を健康づくりに生かしましょう。 
※国民健康保険または後期高齢者医療保険以
外の医療保険にご加入の方は、加入している医
療保険者が実施する健診を受診してください。 

保険医療課 

お知らせ
 

ピヨピヨひろば 児童館 募 集 
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